
◎地震災害時活動の概要（府域に震度６弱以上の地震が発生した場合） 

項 目  第1フェーズ（3時間まで） 第2フェーズ（24時間まで） 第3フェーズ（72時間まで） 第4フェーズ（1週間まで） 第5フェーズ（2週間まで） 第6フェーズ（1か月まで） 

➀活動体制の確立 
 ➀組織動員 
 ➁自衛隊の災害派遣 
 ➂広域応援等の要請・受入れ・
支援 

 
 
 
 
 

➀府の組織体制及び動員配備体制 
○災害対策本部及び災害対策本部地域連
絡部（７府民センター）の設置 
○全職員自主参集（自動的に非常3号 
配備） 
・緊急防災推進員は指定場所へ参集 
○おおさか防災情報メール等による緊急
連絡 

 
○防災・危機管理指令部会議及び災害対策
本部会議開催 
 
➁自衛隊への派遣要請 
➂広域応援等の要請・受入れ・支援 
○緊急消防援助隊の派遣要請 
○府警による警察災害派遣隊の派遣 
○関西広域連合への応援要請 

 
○震災応急対策連絡会議の設置 
 
 
 
 
○消防応援活動調整本部の設置 
○広域的支援部隊受入計画に基づく、 
広域防災拠点や後方支援活動拠点、災害時
用臨時ヘリポート等の準備 
○広域防災連絡会議の設置 

 
○府防災会議（必要に応じ）の開催 
 
 
 
 
○全国都道府県への応援要請 
○内閣総理大臣に対する応援の要求 
○指定行政機関等の長等に対する応援の 
要求等 

   
 
 
 
②自衛隊への撤収要請 

➁情報収集伝達・警戒活動 
 ➀発災直後の情報収集伝達 
 ➁災害広報 
 
 
 
 
 
 

➀情報収集伝達活動○被害状況の早期把握 
 
 
 
➁災害広報 
おおさか防災ネット等による情報提供 
 
 
 
 
 

 
 
 
○災害情報の収集伝達 
 
 
 
 
 
②報道機関との連携 
○報道機関への情報提供 
 ※状況に応じプレスセンター設置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②広聴活動の実施 
・総合相談窓口の開設 

    

➂消火、救助、救急、医療救護 
 ➀消火、救助、救急、活動 
 ➁医療救護活動 
 

①住民・自主防災組織等による活動 
①消防・警察等による活動 
②医療救護活動に関する府の組織体制 
○災害医療本部、DMAT調整本部、DMAT 
・SCU本部、地域災害医療本部の設置 
➁医療情報の収集・提供活動 
○市町村、EMIS等から医療機関被災状況 
➁現地医療対策 
○医療救護班の編成・派遣 

 
 
➁後方医療対策 
○受入病床の確保 
 
 
○医療機関被災・活動状況 
 
○医療救護班の搬送・受入・調整 
○救護所の設置・運営 
○応急救護所における現場救急活動 

○広域防災連絡会議の設置・調整 
 
 
○市町村等への情報提供 
○受入病院の選定、患者搬送手段の確保 
➁医薬品等の確保・供給活動 
○医薬品、医療用資器材の調達、供給活動 
○被災地ニーズ、患者受入情報 
○受入・派遣調整 
○受入窓口設置、救護所への配置調整 
○医療救護所における臨時診療活動 

 
 
 
○患者搬送（広域含む） 
○他府県等への受入病床の確保要請 
 
○国及び他府県への医薬品等の応援要請 
 
➁個別疾病対策 
○専門医療の対策（人工透析など） 

   

➃避難行動 
 ➀避難誘導 
 ➁避難所の開設・運営等 
 ➂避難行動要支援者への支援 
 ➃広域一時滞在 

①住民は避難準備（状況によっては自主避難） 
➀避難指示、避難勧告、避難準備情報 
➀住民への周知 

 
 
➀避難者の誘導等 
○避難路の確保等 
➁避難所の開設 

➀警戒区域の設定 
 
➀被災者の運送 
○被災者の運送を要請・指示 
➁避難所の運営・管理 
 
➂避難行動要支援者の被災状況の把握等 

 
 
 
 
 
 
➂被災した避難行動要支援者への支援活動 
○福祉ニーズの把握、施設への緊急入所等 
➃広域一時滞在 

   
 
 
 
➁避難所の早期解消のための取組み等 
○応急仮設住宅の提供、既存住宅のあっせ
ん、被災危険度判定の実施、物資の安定供
給等 

➄交通対策・緊急輸送活動 
 ➀交通規制・緊急輸送活動 
 ➁交通の維持復旧 

➀陸上・水上・航空輸送 
 
 
 
➁交通の安全確保 
○被害状況の報告 

  
○緊急交通路の確保及び交通規制の実施 
○緊急交通路の周知 
 
➁交通の機能確保 
○障害物の除去 

 
○緊急通行車両の確認 
○輸送手段・基地の確保 

   

➅二次災害防止、ライフライン 
確保 
 ➀公共施設応急対策 
 ➁民間建築物等応急対策 
 ➂農林水産関係応急対策 
 ➃ライフライン・放送の確保 

 ➁危険物等・放射性物質応急対策 
○施設の点検、応急措置、 
○避難及び立入制限 
 
 
 
④被害状況の報告 
（ライフライン事業者から府） 

➀公共土木施設等・公共建築物応急対策 
○被害状況の早期把握、点検、応急措置 
○関係機関・住民への連絡、立入制限 
➁民間建築物・宅地応急対策 
○応急危険度判定士の出動要請等 

 
 
 
➂農林水産関係応急対策 
○畜産 

 
 
 
 
○農作物、林産物 

➁文化財応急対策 
○被害状況の調査・報告、応急措置 

 

➆被災者の生活支援 
 ➀災害救助法の適用 
 ➁緊急物資の供給 
 ➂住宅の応急確保 
 ➃応急教育 
 ➄自発的支援の受入れ 

 
 
 
 
➁給水活動 
○大阪広域水道震災対策中央本部等の 
設置 

 
 
 
 
 
○給水活動に必要な情報（被害状況等）の
収集、総合調整、指示、支援など 

 
➁食糧・生活必需品の供給 
○必要量、調達可能物資量の情報収集 
災害用備蓄物資（ｱﾙﾌｧ化米・毛布など） 
協定等締結物資（米穀・粉乳・応急生活物資） 
○給水拠点の活用に関する調整 
○給水資機材の調達に関する総合調整 
○災害時協力井戸関係 
○災害時用備蓄水の配布 

 
➁物資等の運送要請○運送事業者に運送指示 
 
 
協定等締結物資（生鮮食料品・生活必需品等） 
 
➂住宅に関する相談窓口の設置等 
 
 
 
 
 
➄義援金品の受付・配分 
➄海外からの支援の受入れ 
○国との連絡調整 

 
 
 
 
 
 
➂公営住宅等への一時入居 
➂応急建築資材の調達・斡旋 
➂応急仮設住宅の建設・管理 
 
➃応急教育体制の確立 
 
 
➄ボランティアの受入れ 
○活動環境の整備等 

 
 
 
 
 
 
➂被災住宅の応急修理・住居障害物の除去 
 
 
 
➃教育施設の応急整備、就学援助等 
○学校給食の応急措置、施設の応急復旧 
○児童・生徒の健康管理、学用品の支給 

 
 
 
 
 
 
➂建設用資機材等の調達 
➂他府県への応急仮設住宅用地の要請 
 
 
 
○応急教育の実施 

➇社会環境の確保 
 ➀保健衛生活動 
 ➁廃棄物の処理 
 ➂遺体の処理、火葬等 
 ➃社会秩序の維持 

➀防疫活動 
○感染症の発生状況等の調査 

 
 
➁し尿処理 
○し尿処理施設等の被災状況等の情報収
集 
 
 
➃住民への呼びかけ 
 

 
 
 
 
➁ごみ・災害廃棄物等処理 
➂遺体の処理、火葬等 
○遺体の検案、広域火葬体制の情報収集 
 

 
➀食品衛生監視活動 
➀被災者の健康維持活動 
○巡回相談・心の健康相談等の実施 
➀動物保護等の実施 
 
○府広域火葬計画に基づく調整等 
➃物価の安定及び物資の安定供給 
○物価の監視、生活必需品等の確保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
➃警戒活動の強化・暴力団排除活動の徹底 

  

【主な会議内容等】情報の収集・分析、災害救助法の適用、消防・警察・自衛隊の活動状況把握、応急対策事項の検討、被災者への積極的支援の検討、近隣府県等からの受入調整、被災市町村への応援職員派遣の検討、応急復旧事項の検討等 

➀震度情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑの観測情報からの及び府防災情報ｼｽﾃﾑによる被害予測、②庁舎周辺の被害状況、③府警察・市町村・防災関係機関・職員・住民からの被害情報、④衛星中継車やﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾃﾚﾋﾞ画像からの被害映像、⑤被害状況を整理・分析し、視覚化した地理空間情報、⑥かんさい情報ﾈｯﾄﾜｰｸによる共有など 

➀災害発生場所等、②住民の安否・避難状況、③医療機関の被害状況及び医療ﾆｰｽﾞ、④公共施設（土木・建築・農林等）の被害状況、⑤ﾗｲﾌﾗｲﾝの被害状況、⑥消防、水防等の応急措置の状況、⑦食料や補給すべき物資及び数量、⑧衛生環境、疾病発生状況など 

【発生直後】①地震の規模・津波情報・余震・気象の状況、②出火防止、初期消火の呼びかけ、③要配慮者への支援の呼びかけ、【その後】①二次災害の危険性、②被災状況とその後の見通し、③被災者のために講じている施策、④ﾗｲﾌﾗｲﾝ等の復旧状況、⑤医療機関などの生活関連情報、⑥義援物資等の取扱いなど 

➀地震に関する情報、②被災者に対する生活情報、③応急対策の実施状況 

○緊急消防援助隊・警察災害派遣隊・海上保安庁・自衛隊等による応援活動 

 

➀災害救助法の適用 

 



①活動体制の確立 

 
 
 

項 目  第1フェーズ（3時間まで） 第2フェーズ（24時間まで） 第3フェーズ（72時間まで） 第4フェーズ（1週間まで） 第5フェーズ（2週間まで） 第6フェーズ（1か月まで） 

➀組織動員 
【危機管理室】 

■府の組織体制及び動員配備体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・職員自主参集（災害の規模に応じて） 
・おおさか防災情報メール等による緊急連絡 
 

 
 
 
 
➁指令部会議（随時）開催 
・参集途上・周辺地域の被害把握 
・情報の収集・分析、・現地調査班の派遣 
・自衛隊災害派遣要請及び緊急消防援助
隊・広域緊急援助隊の応援要請 
・近畿府県への応援要請 
・緊急交通路の確保 
・災害救助法の適用 
➃災対本部会議（必要に応じ随時）開催 
・指令部会議の検討結果 
・応急対策事項の決定 
 
（各部各班） 
・参集途上・周辺地域の被害把握 

 
 
 
 
 
 
・情報の収集・分析 
・消防、警察、自衛隊の活動状況把握 
・応急対策事項の検討 
 
 
 
 
 
 
・指令部会議の検討結果 
・応急対策事項の決定 
 
 
⑦震災応急対策連絡会議の設置 
（府防災会議と府災対本部との連絡を緊
密に行うため、必要に応じ設置） 
・被害情報及び災害応急対策に関する情
報交換 
・相互協力及び応援要請の調整 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
・被災者への積極的支援の検討 
・近畿府県からの受入調整 
・全国都道府県への応援要請 
・指定行政機関の長への職員の派遣要請 
・被害拡大地域に対する応急対策の検討 
・応急対策事項の検討 
 
 
 
・指令部会議の検討結果 
・応急対策事項の決定 
 
 
 
・被害情報及び災害応急対策に関する情
報交換 
・相互協力及び応援要請の調整 
 
○府防災会議（必要に応じ）開催 
・関係機関との連絡調整 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
・被災者への積極的支援の検討 
・被災市町村への応援職員派遣の検討 
・近畿府県、全国都道府県、指定行政機
関からの受入調整 
・応急復旧事項の検討 
 
 
 
 
・指令部会議の検討結果 
・応急対策事項の決定 
 
 
 
・被害情報及び災害応急対策に関する情
報交換 
・相互協力及び応援要請の調整 
 
 
・関係機関との連絡調整 

 
 
 
 
 
 
・被災者への積極的支援の検討 
・被災市町村への応援職員派遣の検討 
・近畿府県、全国都道府県、指定行政機
関からの受入調整 
・応急復旧事項の検討 
 
 
 
 
・指令部会議の検討結果 
・応急対策事項の決定 
 
 
 
・被害情報及び災害応急対策に関する情
報交換 
・相互協力及び応援要請の調整 
 
 
・関係機関との連絡調整 

 
 
 
 
 
 
・被災者への積極的支援の検討 
・被災市町村への応援職員派遣の検討 
・近畿府県、全国都道府県、指定行政機
関からの受入調整 
・応急復旧事項の検討 
 
 
 
 
・指令部会議の検討結果 
・応急対策事項の決定 
 
 
 
・被害情報及び災害応急対策に関する情
報交換 
・相互協力及び応援要請の調整 
 
 
・関係機関との連絡調整 
 
 
 
 

 
 
 
 

④災対本部地域連絡部の運営 
・災対本部との連絡調整 
・被災市町村の支援 
・地域連絡部会議の開催 
 
（各事務所） 
・参集途上・周辺地域の被害把握 
 
 
 
 
 

 
・災対本部との連絡調整 
・被災市町村の支援 
・本部長等の災害現地視察受け入れ 
・地域連絡部会議の開催 
 
⑤府現地対策本部の設置 
（局地的又は重点的に推進する必要がある
時に設置） 
・被害状況等の把握、市町村への支援 
・災害応急対策の現地調整と推進 
・現地における関係機関との連絡 

 
・災対本部との連絡調整 
・被災市町村の支援 
・本部長等の災害現地視察受け入れ 
・地域連絡部会議の開催 
 
 
・被害状況等の把握、市町村への支援 
・災害応急対策の現地調整と推進 
・現地における関係機関との連絡 
 
 

 
・災対本部との連絡調整 
・被災市町村の支援 
・本部長等の災害現地視察受け入れ 
・地域連絡部会議の開催 
 
 
・被害状況等の把握、市町村への支援 
・災害応急対策の現地調整と推進 
・現地における関係機関との連絡 
 

 
・災対本部との連絡調整 
・被災市町村の支援 
・本部長等の災害現地視察受け入れ 
・地域連絡部会議の開催 
 
 
・被害状況等の把握、市町村への支援 
・災害応急対策の現地調整と推進 
・現地における関係機関との連絡 
 

 
・災対本部との連絡調整 
・被災市町村の支援 
・本部長等の災害現地視察受け入れ 
・地域連絡部会議の開催 
 
 
・被害状況等の把握、市町村への支援 
・災害応急対策の現地調整と推進 
・現地における関係機関との連絡 
 

②自衛隊の災害派遣 
③広域応援等の要
請・受入れ・支援 
【危機管理室】 
 

 
 
 
 
 
 

○緊急消防援助隊の派遣要請及び府内の部
隊移動指示等（知事→消防庁長官） 
 
 
○警察災害派遣隊（広域緊急援助隊及び緊急
災害警備隊）の派遣（府警） 
 
○関西広域連合への応援要請 
（関西広域応援・受援実施要綱等に基づく） 
 
 
 
■自衛隊への派遣要請 
・知事から陸上自衛隊第3師団長あて 
・原則文書、例外電話・口頭（事後文書） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・消防応援活動調整本部の設置 
 府内の部隊移動の総合調整や被災地の
情報収集、関係機関の活動の連絡調整 
 
 
 
 
■広域応援等の受入れ 
（「広域的支援部隊受入計画」を踏まえ） 
・広域防災拠点、後方支援活動拠点、地
域防災拠点、府立消防学校等で準備 
・災害時用臨時ヘリポート等の準備 
 
○誘導 
・緊急消防援助隊、関西広域連合からの
応援部隊、自衛隊等 
○連絡所の設置、現地連絡担当者の指名 
○資機材等の準備 
・必要資機材の把握、調達、設備の使用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・府内の部隊移動の総合調整や被災地の
情報収集、関係機関の活動の連絡調整 
 
○全国都道府県への応援要請 
○内閣総理大臣に対する応援の要求 
○指定行政機関等の長等に対する応援の
要求等 
 
・広域防災拠点 
 備蓄物資の搬出、救援物資の受入等 
 
 
 
 
 
 
 
 
・必要資機材の把握、調達、設備の使用 
 
 

 
 
・府内の部隊移動の総合調整や被災地の
情報収集、関係機関の活動の連絡調整 
 
 
 
 
 
 
・広域防災拠点 
 備蓄物資の搬出、救援物資の受入等 
 
 
 
 
・全国都道府県、指定行政機関等の長等
からの応援部隊 
 
 
・必要資機材の把握、調達、設備の使用 

 
 
・府内の部隊移動の総合調整や被災地の
情報収集、関係機関の活動の連絡調整 
 
 
 
 
 
 
・広域防災拠点 
 備蓄物資の搬出、救援物資の受入等 
 
 
 
 
 
 
 
 
・必要資機材の把握、調達、設備の使用 

 
 
・府内の部隊移動の総合調整や被災地の
情報収集、関係機関の活動の連絡調整 
 
 
 
 
 
 
・広域防災拠点 
 備蓄物資の搬出、救援物資の受入等 
 
■自衛隊への撤収要請 
・必要がなくなったと認めた場合 
 
 
 
 
 
・必要資機材の把握、調達、設備の使用 

➁府防災･危機管理指令部の所掌事務 
・災害原因情報、被害情報及び災害対
策情報等の収集・分析 
・消防、府警察、自衛隊等防災関係機
関との連絡調整 
・職員の配備体制等災害応急対策の検
討 

➃府災害対策本部の所掌事務 
・情報の収集・伝達、・職員の配備 
・関係機関に対する応援の要請及び応
援 
・市町村への応援 
・現地災害対策本部の設置 
・国が非常（緊急）災害現地対策本部
を設置した場合、その連携 
・その他災害に関する重要な事項の決

定 

○災害発生府県等への支援（災害等支援対策室、災害等支援対策本部の設置） 
・災害発生府県知事、内閣総理大臣からの応援の要求に基づき、災害応急対策を実施。 
■緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の設置及び派遣（近畿地整、近畿運輸局、大阪航空局、大阪管区気象台等が、国交省本省等とともに設置） 
・被災地方公共団体等が行う、被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実

施するため、設置し、本省災害対策本部長の総括的指揮のもとに、被災地への派遣活動を行う。 

広域防災連絡会議の設置【構成員：府・大阪市(消防局・危機管理室)・府警警備課・陸自第3師団・大阪海上保安監部】 
被災地での迅速かつ的確な活動に資するため、各機関の総合的な連携・調整を図ることを目的として設置・ 

※自衛隊派遣部隊の活動 
①被害状況の把握②避難の援助③遭難者等の捜索救助④水防活

動⑤消防活動⑥道路又は水路の啓開⑦応急医療、救護及び防疫

⑧人員及び物資の緊急輸送⑨炊飯及び給水⑩物資の無償貸付又

は貸与⑪危険物の保安及び除去 

➀府防災・危機管理警戒体制の活動 
(大雨・洪水警報発表で自動設置) 
②府防災・危機管理指令部の活動 
(震度４で自動設置：非常１号配備） 
③府防災・危機管理警戒本部の設置 
(震度５弱・５強で自動設置：非常２
号配備） 
④府災害対策本部及び府災害対策本

部地域連絡部の設置（震度６弱以上

で自動設置：非常３号配備） 
⑤府現地対策本部の設置 
⑥府水防本部の設置 
⑦震災応急対策連絡会議の設置 

部長：危機管理監 

本部長：知事 

※防災会議メンバー（会長：知事） 
指定地方行政機関、陸上自衛隊、教育委員会、府警本部、市町村及び消防機関、指定公共機関・指定地方公共機関の長等、府知事部局の職員（副知事、危機管理監、都市整備部長） 

※震災応急対策連絡会議 組織構成（主催者：府危機管理室長） 
府危機管理室、府警警備部、陸自第3師団、大阪海上保安監部、大阪管区気象台、 
近畿地整企画部、大阪市消防局、関電、大ガス、NTT西日本、大阪広域水道企業団 

部長：地域防災監 

※府現地対策本部メンバー（本部長：災害対策本部長が指定する者、設置施設：被災地近接府民センタービル又は被災市町村庁舎） 
地域防災監、府民センタービル内出先機関の長、保健所長 

・②指令部員④本部員、地域連絡部員

及び緊急防災推進員（震度５弱以上で

本庁、地域連絡部、広域防災拠点、後

方支援活動拠点、市町村に）等登庁 
→参集途上・周辺地域の被害収集 



②情報収集伝達・警戒活動 

 

項目 第1フェーズ（3時間まで） 第2フェーズ（24時間まで） 第3フェーズ（72時間まで） 第4フェーズ（1週間まで） 第5フェーズ（2週間まで） 第6フェーズ（1か月まで） 
➀発災直後の情報収
集伝達 
【危機管理室】 

■府における情報収集伝達 
○被害状況の早期把握 
・府防災行政無線や防災情報システム等を活
用し、下記情報により被害状況の把握及び応
急対策の実施のための情報収集活動を行う
とともに、関係機関に迅速に伝達する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○国への報告 
①内閣総理大臣へ（災対法53条2項） 
・府災害対策本部を設置した災害 
・災害の状況及びそれが及ぼす社会的影
響等からみて特に報告の必要があると認
められる程度の災害 
・上記に定める災害になるおそれのある
場合 
➁消防庁へ 
・消防組織法第40条に基づく災害報告取
扱要領及び火災・災害等速報要領による
報告と一体的に報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➁災害広報 
【危機管理室、企画
室、庁舎管理課、人
事課、府政情報室】 
 

■災害広報 
おおさか防災ネット等による情報提供 
 
 
 
 
 
 
 
○災害時の広報体制 
・災害広報責任者による情報の一元化 
・広報班の設置 
 
 
 
 
 
 
 
 
■報道機関との連携 
○緊急放送の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○広報の方法 
・防災行政無線(同報系)による地区広報 
・携帯メールや緊急速報メール 
・インターネットやSNSの活用 
・ラジオ、テレビによる広報 
・ケーブルテレビ、コミュニティ放送
(FM)等への情報提供 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○報道機関への情報提供【企画室】 
・地震に関する情報 
 
※状況に応じプレスセンター設置 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・防災行政無線(同報系)による地区広報 
・携帯メールや緊急速報メール 
・インターネットやSNSの活用 
・新聞、ラジオ、テレビによる広報 
・ケーブルテレビ、コミュニティ放送

(FM)等への情報提供 
・航空機、広報車による現場広報 
・避難所への職員派遣、広報紙・ちらし
の掲示・配布 
・要配慮者に配慮した広報 
 
 
 
 
 
 
 
 
・地震に関する情報 
・応急対策の実施状況 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・携帯メールや緊急速報メール 
・インターネットやSNSの活用 
・新聞、ラジオ、テレビによる広報 
・ケーブルテレビ、コミュニティ放送

(FM)等への情報提供 
・避難所への職員派遣、広報紙・ちらし
の掲示・配布 
・要配慮者に配慮した広報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・応急対策の実施状況 
・被災者に対する生活情報 
・要配慮者に配慮した広報 
（障がい者）ラジオ放送の充実、手話通

訳・字幕入放送・文字放送 
（外国人）外国語放送など 
 
■広聴活動の実施【危機管理室、庁舎管
理課、人事課、府政情報室】 
専用電話・FAXを備えた総合相談窓口の
設置 
・被災地住民の要望事項等の把握 
・住民からの各種問い合わせへの対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・携帯メールや緊急速報メール 
・インターネットやSNSの活用 
・新聞、ラジオ、テレビによる広報 
・ケーブルテレビ、コミュニティ放送

(FM)等への情報提供 
・避難所への職員派遣、広報紙・ちらし
の掲示・配布 
・要配慮者に配慮した広報 
・臨時災害FM局の開設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・応急対策の実施状況 
・被災者に対する生活情報 
・要配慮者に配慮した広報 
（障がい者）ラジオ放送の充実、手話通

訳・字幕入放送・文字放送 
（外国人）外国語放送など 
 
 
 
 
 
・被災地住民の要望事項等の把握 
・住民からの各種問い合わせへの対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・携帯メールや緊急速報メール 
・インターネットやSNSの活用 
・新聞、ラジオ、テレビによる広報 
・ケーブルテレビ、コミュニティ放送

(FM)等への情報提供 
・避難所への職員派遣、広報紙・ちらし
の掲示・配布 
・要配慮者に配慮した広報 
・臨時災害FM局による広報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・応急対策の実施状況 
・被災者に対する生活情報 
・要配慮者に配慮した広報 
（障がい者）ラジオ放送の充実、手話通

訳・字幕入放送・文字放送 
（外国人）外国語放送など 
 
 
 
 
 
・被災地住民の要望事項等の把握 
・住民からの各種問い合わせへの対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・必要資機材の把握、調達、設備の使用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・応急対策の実施状況 
・被災者に対する生活情報 
・要配慮者に配慮した広報 
（障がい者）ラジオ放送の充実、手話通

訳・字幕入放送・文字放送 
（外国人）外国語放送など 
 
 
 
 
 
・被災地住民の要望事項等の把握 
・住民からの各種問い合わせへの対応 

➀震度情報ネットワークシステムの観測情報からの被害予測 
②府防災情報システムによる被害予測 
③庁舎周辺の被害状況 
④府警察からの被害情報（通報状況等） 
⑤市町村からの被害情報（消防機関への通報状況を含む） 
⑥防災関係機関からの被害情報（リエゾンの配置を含む） 
⑦各出先機関及び災害現地に派遣した職員からの被害情報 
⑧勤務時間外にあっては、職員の参集途上で目視した被害情報 
⑨衛星中継車やヘリコプターテレビ画像伝送装置からの被害映像 
⑩被災状況等を整理・分析し、視覚化した地理空間情報 
⑪住民からの被害情報 
（「おおさか減災プロジェクト」やSNS等の活用） 
⑫「かんさい生活情報ネットワーク」による 
行政と民間の被害情報の共有 など 

○災害情報の収集伝達 
・市町村、府警察をはじめ防災関係機関と密

接な連携のもと、次の災害情報を収集すると

ともに、国をはじめ関係機関に速やかに伝達 
➀災害の発生場所、区域等 
②住民の生命財産の安否の状況及び住民の避難の状況 
③医療機関の被害状況、人的被害状況、医療救護班・医薬品等の医療ニーズ 
④建物、道路、鉄軌道、空港、河川、砂防、港湾・漁港、農地、ため池、山林等の被害の状況 
⑤上水道・工業用水道、下水道、ガス、電気、通信等の被害状況 
⑥消防、水防等の応急措置の状況 
⑦食料その他緊急に補給すべき物資及び数量 
⑧衛生環境、疾病発生の状況及びその救護措置の要否 

■市町村における情報収集伝達、○被害状況の把握、○府及び国への報告、■防災関係機関の情報収集伝達、状況の把握、府への報告 
■通信手段の確保 
・災害発生後、直ちに無線通信機能の点検を行うとともに、支障が生じた施設設備の復旧を行う。また、携帯電話、衛星通信等の移動通信回線も活用し、緊急情報連絡用の通信手段の確保に努める（府、市町村、防災関係機関）。 
・災害応急に必要となる通信機器が不足する場合は、国から通信機器の貸与を受けるなど、通信手段の確保に努める（府） 
・NTT西日本（大阪支店）は、電気通信設備が被災した場合、防災関係機関等の加入電話の疎通確保、緊急に復旧を要する市外電話回線の復旧等を優先して速やかに実施する。 

○広報の内容【地震発生直後】                      【風水害発生直後】            【その後の広報】 
・地震の規模・津波情報（津波の規模、到達予想時刻等）・余震・気象の状況  ・気象等の状況              ・二次災害の危険性、・被災状況とその後の見通し、・被災者のために講じている施策、・ライフラインや交通施設等の復旧状況 
・出火防止、初期消火の呼びかけ                      ・要配慮者への支援の呼びかけ        ・医療機関などの生活関連情報、・交通規制情報、・義援物資等の取扱い  
・要配慮者への支援の呼びかけ など                    ・土砂災害（二次的災害）の危険性など   ・要配慮者への情報、・安否情報、ボランティア情報 

実施者：NHK大阪放送局（安否情報の提供に努める）、朝日放送、毎日放送、読売テレビ、関西テレビ、テレビ大阪、大阪放送、エフエム大阪、FM802 
➀大津波警報等が発せられた場合、②「災害時における放送要請に関する協定書」に基づき、知事の放送要請があった場合、③災害対策基本法の規定により市町村長から放送を求められた場合、④大規模地震対策特別措置法による警戒宣言が発せられた場合、⑤その他独自の非常災害対策規定による。 



③消火、救助、救急、医療救護（※医療救護活動については、災害医療本部・地域災害医療本部において調整を行う） 

 
 

 
項 目  

 
第1フェーズ（3時間まで） 

 
第2フェーズ（24時間まで） 

 
第3フェーズ（72時間まで） 

 
第4フェーズ（1週間まで） 

 
第5フェーズ（2週間まで）  

第6フェーズ（1か月まで） 
➀消火・救助・救急
活動 
【危機管理室】 

■災害発生状況の把握 
・被害状況の早期把握 
（高所見張り、ヘリコプター、高所カメラ等） 
 関係機関への情報伝達 
 
○消火活動 
・住民・自主防災組織等による初期消火活動 
・市町村(消防)による初動体制の確立、 
災害態様に応じた部隊配備 
 
 
 
 
○救助・救急活動 
・住民・自主防災組織等による救助救急活動 
・市町村(消防)、府警察、第五管区海上保安
本部による救助・救急活動 
（府警）自署員等による救助部隊編成・派遣 
（海保）巡視船艇、特殊救難隊等による人命

救助活動 

 
■相互応援 
・被災市町村からの要請 
・要請・相互応援協定に基づく応援 
 
 
（自主防）消防との連携 
 
 
 
 
 
 
 
（自主防）消防・警察との連携 
 
 
（府警）警察災害派遣隊の派遣 
    交通規制、障害物の除去 
（海保）海水利用に係る応援 

     

②医療情報の収
集・提供活動 
【健康医療部関係
室・課】 
 

●医療情報の収集【各担当課】 
（市町村、広域災害・救急医療情報システ
ム(EMIS)、大阪防災行政無線等から） 
・医療機関被災・活動状況 

 
 
 
・医療機関被害・活動状況 
 
 
 
●医療情報の提供【各担当課】 
（市町村など関係機関、府民、ライフ
ライン事業者へ） 
・医療機関被害・活動状況 

 
 
 
・医療機関被害・活動状況 
・被災地ニーズ 
・患者受入情報 
 
 
 
 
・医療機関被害・活動状況 
・被災地ニーズ 
・患者受入情報 

 
 
 
・医療機関被害・活動状況 
・被災地ニーズ 
・患者受入情報 
 
 
 
 
・医療機関被害・活動状況 
・被災地ニーズ 
・患者受入情報 

 
 
 
・医療機関被害・活動状況 
・被災地ニーズ 
・患者受入情報 
 
 
 
 
・医療機関被害・活動状況 
・被災地ニーズ 
・患者受入情報 

 
 
 
・医療機関被害・活動状況 
・被災地ニーズ 
・患者受入情報 
 
 
 
 
・医療機関被害・活動状況 
・被災地ニーズ 
・患者受入情報 

 
 
 
・医療機関被害・活動状況 
・被災地ニーズ 
・患者受入情報 
 
 
 
 
・医療機関被害・活動状況 
・被災地ニーズ 
・患者受入情報 

③現地医療対策 
【健康医療部関係
室・課】 
 
○DMAT 調整本部
の設置・運営 

■現地医療の確保【各担当課】 
○医療救護班の編成・派遣【各担当課】 
・医療関係機関に協力要請 
 
※医療救護班 

担当班長 医療救護班 

医療対策課長 緊急医療班 
(DMAT含む)、 

地域保健課長 精神科医療班 
健康づくり課長 歯科医療班 
薬務課長 薬剤師班 

（業務内容） 
・患者に対する応急措置、医療機関への
搬送の要否及びトリアージ、搬送困難
な患者及び軽症患者に対する医療、 

 助産救護、被災住民等の健康管理、 
 死亡の確認、その他状況に応じた処置 
 
※医療関係機関 
 

 
 
・医療関係機関に協力要請 
 
 
 
○医療救護班の搬送【健康医療総務課】 
・搬送手段の確保（府・市町村） 
 （医療機関の緊急車両等の活用を原則） 
 
○救護所の設置・運営【市町村等】 
・応急・医療救護所の設置・運営 
 
○医療救護班の受入・調整【各担当課】 
・受入・派遣調整（原則、自己完結型） 
 
 
 
■現地医療活動【各担当課（医療救護班）】 
●応急救護所における現場救急活動 
【各担当課】 
・応急処置 
・トリアージなど 
 

 
 
・医療関係機関に協力要請 
・国及び他府県に応援派遣要請、受け入れ窓
口設置・調整 
 
 
・搬送手段の確保（府・市町村） 
 （医療機関の緊急車両等の活用を原則） 
 
 
 
 
 
・受入・派遣調整 
・受入窓口設置、救護所への配置調整 
（府・市町村） 

 
 
 
 
●医療救護所における臨時診療活動 
【各担当課】 
・軽症患者の医療 
・被災住民等の健康管理等 

 
 
・医療関係機関に協力要請 
・国及び他府県に応援派遣要請、受け入れ窓
口設置・調整 
 
 
・搬送手段の確保（府・市町村） 
 （医療機関の緊急車両等の活用を原則） 
 
 
 
 
 
・受入・派遣調整 
・受入窓口設置、救護所への配置調整 
（府・市町村） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・医療関係機関に協力要請 
・国及び他府県に応援派遣要請、受け入れ窓
口設置・調整 
 
 
・搬送手段の確保（府・市町村） 
 （医療機関の緊急車両等の活用を原則） 
 
 
 
 
 
・受入・派遣調整 
・受入窓口設置、救護所への配置調整 
（府・市町村） 

 
 
 
 
 
・大阪府看護協会による医療救護活動の
開始【保健医療企画課】 

 
 
・医療関係機関に協力要請 
・国及び他府県に応援派遣要請、受け入れ
窓口設置・調整 
 
 
・搬送手段の確保（府・市町村） 
 (医療機関の緊急車両等の活用を原則) 
 
 
 
 
 
・受入・派遣調整 
・受入窓口設置、救護所への配置調整 
（府・市町村） 

 
 
・医療関係機関に協力要請 
・国及び他府県に応援派遣要請、受け入れ窓
口設置・調整 
 
 
・搬送手段の確保（府・市町村） 
 （医療機関の緊急車両等の活用を原則） 
 
 
 
 
 
・受入・派遣調整 
・受入窓口設置、救護所への配置調整 
（府・市町村） 

➃後方医療対策 
【医療対策課、危機
管理室】 
 
○ DMAT・SCU 
本部の設置・運営 

 
 

○後方医療の確保【医療対策課長】 
・受入病床の確保 
 

 
・受入病床の確保 
・市町村等への情報提供 
 
 
○後方医療活動【医療対策課】 
・受入病院の選定 
・患者搬送手段の確保 
（陸上、ヘリコプター、海上） 
・広域医療搬送 
（SCUの設置、搬送） 

 
・受入病床の確保 
・市町村等への情報提供 
・他府県等への受入病床の確保を要請 
 
 
・受入病院の選定 
・患者搬送（広域含む） 
（陸上、ヘリコプター、海上） 
 

 
・受入病床の確保 
・市町村等への情報提供 
・他府県等への受入病床の確保を要請 
 
 
・受入病院の選定 
・患者搬送（広域含む） 
（陸上、ヘリコプター、海上） 
 

 
・受入病床の確保 
・市町村等への情報提供 
・他府県等への受入病床の確保を要請 
 
 
・受入病院の選定 
・患者搬送（広域含む） 
（陸上、ヘリコプター、海上） 
 

 
・受入病床の確保 
・市町村等への情報提供 
・他府県等への受入病床の確保を要請 
 
 
・受入病院の選定 
・患者搬送（広域含む） 
（陸上、ヘリコプター、海上） 
 

⑤医薬品等の確
保・供給活動 
【医療対策課・薬務
課】 

  ■医薬品等の確保・供給活動 
【医療対策課・薬務課】 
●医薬品、医療用資器材の調達、供給活動 
（日赤：血液製剤の供給体制整備） 

 
 
・国及び他府県への医薬品等の応援要請 
 （国有ワクチン供給体制の把握を含む） 

 
 
・国及び他府県への医薬品等の応援要請 
（国有ワクチン供給体制の把握を含む） 

 
 
・国及び他府県への医薬品等の応援要請 
（国有ワクチン供給体制の把握を含む） 

 
 
・国及び他府県への医薬品等の応援要請 
（国有ワクチン供給体制の把握を含む） 

⑥個別疾病対策 
【健康医療部関係
室・課】 
 
※現地医療活動及び
後方医療活動含む 

   ■個別疾病対策【各担当課】 
●専門医療の対策 
（人工透析、難病、循環器疾患、消化器疾患、
血液疾患、小児医療、周産期医療、感染症、
アレルギー疾患、精神疾患、歯科疾患等） 

 
 
 

  

災害拠点病院、特定診療災害医療セン

ター、市町村災害医療センター、国立

病院機構本部近畿ブロック事務所、日

本赤十字社大阪府支部、大阪府医師

会、大阪府歯科医師会、大阪府薬剤師

会、歯科系大学 

・消防庁に対する緊急消防援助隊の派遣要請【消防組織法第44条】 
→災害対策本部内に消防応援活動調整本部（航空運用調整班兼務）の設置【消防組織法第44条の2】→消防機関が行う活動全般の把握、調整、支援等 
■各機関による連絡会議（広域防災連絡会議：府災害対策本部内）の設置【構成：府、大阪市、府警察、第五管区海上保安本部、自衛隊】 
→相互に連携した救助・救急活動が実施できるよう、活動区域や役割分担等の調整を図るとともに、必要に応じて被災地等に連絡調整所を設置 

■惨事ストレス対策 
救助・救急又は消火活動等を実施する各機関は、 
職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

・緊急消防援助隊による応援活動 
・警察災害派遣隊による応援活動 
・海上保安庁・自衛隊による応援活動 



④避難行動 

 
 
 
 
○交通対策、緊急輸送活動 
⑤交通対策・緊急輸送活動 
 

項目 第1フェーズ（3時間まで） 第2フェーズ（24時間まで） 第3フェーズ（72時間まで） 第4フェーズ（1週間まで） 第5フェーズ（2週間まで） 第6フェーズ（1か月まで） 
➀避難誘導 
【危機管理室、環境
農林水産部関係
室・課、河川室】 

・住民は避難準備 
（状況によっては自主避難） 
 
■避難指示、避難勧告、避難準備情報 
○実施者 
市町村長（知事、警察官、海上保安官、 

自衛官、水防管理者） 
 
■住民への周知 
・地域名、避難先、避難理由等を明示し、 
防災行政無線（同報系）、広報車、携帯メー
ル、緊急速報メール等により周知徹底 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・地域名、避難先、避難理由等を明示し、 
防災行政無線（同報系）、広報車、携帯メ
ール、緊急速報メール等により周知徹底 
 
■避難者の誘導等 
・できるだけ集団避難を行わせる、避難
行動要支援者の確認と誘導（市町村） 
・施設内の利用者等の避難誘導 
（学校、病院等の施設管理者） 
・避難路の確保 
（府・府警・市町村・道路管理者） 
 
 

■警戒区域の設定（災対法63条） 
○設定者 
 市町村長（知事、警察官、海上保安官、 
      自衛官、水防団長、団員、 

消防機関に属する者） 
○規制の内容及び実施方法 
 退去の確認または立ち入り禁止の措置 
 防犯等のためのパトロール 
 
・地域名、避難先、避難理由等を明示し、 
防災行政無線（同報系）、広報車、携帯メ 
ール、緊急速報メール等により周知徹底 
 
 
・できるだけ集団避難を行わせる、避難行
動要支援者の確認と誘導（市町村） 
・施設内の利用者等の避難誘導 
（学校、病院等の施設管理者） 
・避難路の確保 
（府・府警・市町村・道路管理者） 
 
■被災者の運送 
・運送事業者である指定(地方)公共機関に 
対し、運送すべき人並びに運送すべき場所 
及び期日を示して、被災者の運送を要請・ 
指示。 

 
 
 
 
 
 
・退去の確認または立ち入り禁止の措置 
 防犯等のためのパトロール 
 
・地域名、避難先、避難理由等を明示し、 
防災行政無線（同報系）、広報車、携帯メ
ール、緊急速報メール等により周知徹底 
 
 
・できるだけ集団避難を行わせる、避難行
動要支援者の確認と誘導（市町村） 
・施設内の利用者等の避難誘導 
（学校、病院等の施設管理者） 
・避難路の確保 
（府・府警・市町村・道路管理者） 
 
 
・運送事業者である指定(地方)公共機関に 
対し、運送すべき人並びに運送すべき場所 
及び期日を示して、被災者の運送を要請・ 
指示。 

 
 
 
 
 
 
・退去の確認または立ち入り禁止の措置 
 防犯等のためのパトロール 
 
・地域名、避難先、避難理由等を明示し、 
防災行政無線（同報系）、広報車、携帯メ
ール、緊急速報メール等により周知徹底 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・運送事業者である指定(地方)公共機関に 
対し、運送すべき人並びに運送すべき場
所及び期日を示して、被災者の運送を要
請・指示。 

 
 
 
 
 
 
・退去の確認または立ち入り禁止の措置 
 防犯等のためのパトロール 
 
・地域名、避難先、避難理由等を明示し、 
防災行政無線（同報系）、広報車、携帯メ
ール、緊急速報メール等により周知徹底 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・運送事業者である指定(地方)公共機関に 
対し、運送すべき人並びに運送すべき場
所及び期日を示して、被災者の運送を要
請・指示。 

 
 
 
 
 
 
・退去の確認または立ち入り禁止の措置 
 防犯等のためのパトロール 
 
・地域名、避難先、避難理由等を明示し、 
防災行政無線（同報系）、広報車、携帯メ
ール、緊急速報メール等により周知徹底 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・運送事業者である指定(地方)公共機関に 
対し、運送すべき人並びに運送すべき場所 
及び期日を示して、被災者の運送を要請・ 
指示。 

➁避難所の開設・運
営等 
【危機管理室】 

 
 
 
 
 

■避難所の開設 
・必要に応じて、公共宿泊施設、民間施
設の管理者など関係機関への要請、屋外
避難所の設置等必要かつ多様な確保に努
める。 
 

 
・府域の他の市町村への応援の指示、関西
広域連合、他府県への応援要請などによる
施設の確保を図る。 
・関係機関の協力を得て、避難者を移送す
るための措置 
 
 
○避難受入れの対象者 
・災害によって現に被害を受けた者 
・災害によって現に被害を受ける恐れがあ
る者 
・その他避難が必要と認められる場合 
 
 
 
○避難所の管理、運営の留意点（市町村） 
 
 
 
 

 
・府域の他の市町村への応援の指示、関西
広域連合、他府県への応援要請などによる
施設の確保を図る。 
・関係機関の協力を得て、避難者を移送す
るための措置 

 
・府域の他の市町村への応援の指示、関
西広域連合、他府県への応援要請などに
よる施設の確保を図る。 
・関係機関の協力を得て、避難者を移送
するための措置 

 
・府域の他の市町村への応援の指示、関
西広域連合、他府県への応援要請などに
よる施設の確保を図る。 
・関係機関の協力を得て、避難者を移送
するための措置 
 
 
 
 
 
 

 
・府域の他の市町村への応援の指示、関西
広域連合、他府県への応援要請などによる
施設の確保を図る。 
・関係機関の協力を得て、避難者を移送す
るための措置 
 
 
■避難所の早期解消のための取組み等 
 
 
 
 
 

③避難行動要支援
者への支援 
【福祉部関係室・
課】 
 

  ■避難行動要支援者の被災状況の把握等 
○避難行動要支援者の安否確認・避難誘導
及び被災状況の把握 
 
 
 
 
 
 
 
●大阪府災害福祉広域ネットワークの構
築 

 
○避難行動要支援者の安否確認・避難誘導
及び被災状況の把握 
○福祉ニーズの把握 
 
■被災した避難行動要支援者への支援活
動 
○在宅福祉サービスの継続的提供 
○避難行動要支援者の施設への緊急入所
等 
○広域支援体制の確立 

 
○避難行動要支援者の安否確認・避難誘
導及び被災状況の把握 
○福祉ニーズの把握 
 
 
 
○在宅福祉サービスの継続的提供 
○避難行動要支援者の施設への緊急入所
等 
○広域支援体制の確立 

 
○避難行動要支援者の安否確認・避難誘
導及び被災状況の把握 
○福祉ニーズの把握 
 
 
 
○在宅福祉サービスの継続的提供 
○避難行動要支援者の施設への緊急入所
等 
○広域支援体制の確立 

 
○避難行動要支援者の安否確認・避難誘導
及び被災状況の把握 
○福祉ニーズの把握 
 
 
 
○在宅福祉サービスの継続的提供 
○避難行動要支援者の施設への緊急入所
等 
○広域支援体制の確立 

➃広域一時滞在 
【危機管理室】 

       

■避難所の運営・管理 

➀避難者の把握、②混乱防止のための避難者心得の掲示、③応急対策の実施状況・予定等の情報の掲示、④生活環境への配慮（食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握など）、⑤避難行動要支援者への配慮、 
⑥避難の長期化等の状況に応じたプライバシーの確保状況など避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握、⑦外国人に配慮した運営、⑧相談窓口の設置（女性相談員の配置に配慮）、⑨動物飼養者の周辺への配慮の徹底 

・応急仮設住宅の迅速な提供 
・空き家等利用可能な既存住宅のあっせん 
・被災危険度判定の迅速な実施 
・住宅の応急修繕の推進 
・自宅に戻った被災者への物資の安定供給等 

・被災市町村は、被災市町村の区域外への広域的な避難等が必要と判断した場合 
→府内他市町村への受入については当該市町村に直接協議、他府県の市町村への受入については、府に対し当該他府県との協議を求める。 
・府は、市町村から協議要求があった場合、他府県と協議を行う。被災市町村からの要求を待ついとまがないときは、広域一時滞在のための協議を、当該市町村に代

わって行う。 
・他府県から被災住民の受入の協議を受けた場合は、関係市町村長と協議を行う。協議を受けた市町村長は、正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるこ

ととし、公共施設等を提供する。 
・市町村は、他市町村からの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努める。 

 発令時の状況 住民に求める行動 

避難準備情報 ・災害発生の可能性が予想される状況 ・家族等との連絡、非常持ち出し品の用意等、避難準備を開始 
・避難支援者は、支援行動のための準備を開始 

一時避難情報 

・避難行動を開始しなければならない段階であるが、予想される災

害が、自宅内や近隣の、より安全な場所への一時避難で、住民の安

全が確保される程度の場合 

・自宅内の高所など、人的被害を避けることができる場所へ一時的に自

主避難を開始 
・避難行動要支援者等を必要最小限度の移動で安全な場所へ避難させる

ため、避難支援者は支援行動を開始 

避難勧告 
・避難行動を開始しなければならない段階であり、予想される災害

が指定された避難所等への立ち退き避難が必要となる程度の場合 
・指定された避難所等への避難行動を開始 
・避難行動要支援者等を指定された避難所へ避難させるため、避難支援

者は支援行動を開始 

避難指示 

・前兆現象の発生や、現在の切迫した状況から、災害が発生する危

険性が非常に高いと判断される状況。 
・堤防の隣接地、斜面の直下等、地域の特性等から人的被害の発生

する危険性が非常に高いと判断される状況。 
・人的被害が発生した状況 

・避難勧告等の発令後、避難中の住民は、周囲の状況を確認しながら避

難行動を速やかに完了。 
・未だ避難していない対象住民は、避難行動に速やかに移るとともに、

そのいとまがない場合は生命を守る最低限の行動を開始 

 



⑤交通対策・緊急輸送活動 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 第1フェーズ（3時間まで） 第2フェーズ（24時間まで） 第3フェーズ（72時間まで） 第4フェーズ（1週間まで） 第5フェーズ（2週間まで） 第6フェーズ（1か月まで） 
➀交通規制・緊急輸
送活動 
【危機管理室、水産
課、都市整備部関係
局・室・課】 
 
 

■陸上輸送【危機管理室、交通道路室】 
・住民は車による移動等を自粛 
■水上輸送【危機管理室、水産課、河川室、
港湾局】 
■航空輸送【危機管理室】 

  
 
○緊急交通路の確保及び交通規制の実施 
・被害情報等の収集及び緊急交通路の指定
（府・市町村・府警察・道路管理者が連携
の上、府警察が指定。） 
・各関係機関の役割 
府、市町村、道路管理者 府警察 
点検、通行規制、 
道路啓開 

交通管制 
交通規制 

・警察官、自衛官及び消防吏員による緊急
通行車両等の通行の確保に係る措置命令 
・交通規制の標識等の設置 
（府警察及び道路管理者） 
 
○緊急交通路の周知 
（府・市町村・府警察・道路管理者） 
 
○緊急通行車両の確認（府・公安委員会） 

 
 
○輸送手段の確保 
【陸上】 
・府警察、自衛隊、日本通運㈱、府トラッ
ク協会、赤帽等による緊急輸送活動 
【水上】 
・府警察、第五管区海上保安本部、自衛隊、
近畿旅客船協会等による緊急輸送活動 
【航空】 
・大阪市消防局、府警察、第五管区海上保
安本部、自衛隊、大阪航空局、新関西国際
空港株式会社等による緊急輸送活動 
 
○輸送基地の確保 
【陸上】 
・陸上輸送基地に選定された施設管理者に
よる利用可能状況等の把握→府への報告、
障害物の除去 
・利用する輸送基地を指定(府)・連絡 
【水上】 
・海上輸送基地に選定された施設管理者に
よる利用可能状況等の把握→府への報告 
・船着場の利用可能状況や航路の通行可能
状況の把握(府)、障害物の除去 
・(府)利用可能な施設の連絡 
【航空】 
・空港及び航空機の利用可能状況の把握 
・災害時用臨時ヘリポートにおける障害物
の有無等、利用可能状況の把握(市町村) 

 
 
 
 
 
 
【水上】 
・近畿運輸局への応援要請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【水上】 
○海上交通の制限（第五管区） 
・港内及び港の周辺海域での船舶交通の
制限・禁止 
・応急標識の設置、巡視船艇の配置等 
・航行警報、放送等による周知 
【航空】 
・開設するヘリポートの指定 

 
 
 

 
 
 

➁交通の維持復旧 
【空港・広域インフ
ラ課、水産課、都市
整備部関係室・課】 

 
 
○被害状況の報告 
・各施設管理者による被害状況調査、府へ
の報告。 
 
 
 
○各施設管理者における対応 
①鉄軌道施設 
 緊急停止、運転見合わせ、速度制限等 
 車内・駅構内放送、避難誘導等 
②道路施設 
 通行禁止、制限等 
 通行車両の迂回路への誘導等 
③港湾・漁港施設 
 供用の一時停止等 
 案内放送、避難誘導等 
④空港施設 
 供用の一時停止等 
 案内放送、避難誘導等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
①  
負傷者対応（消防署、警察署、海上保安部署、
海上保安航空基地に要請） 
② 
負傷者対応（消防署、警察署に要請） 
 
③ 
負傷者対応（消防署、警察署、海上保安部署、
海上保安航空基地に要請） 
④ 
負傷者対応（消防署、警察署、海上保安部署、
海上保安航空基地に要請） 
 

 
 
 
 
○障害物の除去 
・各管理者による障害物の除去、廃棄・保
管の措置 
 
○各施設管理者における復旧 
（①鉄軌道施設②道路施設③港湾、漁港施
設④空港施設共通） 
・優先順位順に応急復旧 
・他の施設管理者からの応援 
・運行・通行状況、復旧状況、今後の見通
し等についての住民への広報 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

■交通の安全確保【危機管理室、空港・広域インフラ課、水産課、都市整備部関係室・課】 
■交通の機能確保【水産課、都市整備部関係室・課】 
 

※各施設管理者 
①鉄軌道施設：JR西日本、JR貨物、阪神、阪急、京阪、近鉄、南海、泉北高速、北大阪急行、 

大阪高速鉄道、阪堺、水間、大阪市交通局、能勢電鉄 
②道路施設：府、市町村、近畿地方整備局、NEXCO西日本、阪神高速、大阪府道路公社 
③港湾施設、漁港施設：府、大阪市 
④空港施設：大阪航空局、新関西国際空港㈱ 



⑥ 二次災害防止、ライフライン確保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 第1フェーズ（3時間まで） 第2フェーズ（24時間まで） 第3フェーズ（72時間まで） 第4フェーズ（1週間まで） 第5フェーズ（2週間まで） 第6フェーズ（1か月まで） 
➀公共施設応急対
策 
【環境農林水産部、
都市整備部、住宅ま
ちづくり部ほか関
係部局関係室・課】 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
・被害状況の早期把握、被災施設や危険
箇所に対する点検、応急措置 
・関係機関や住民への連絡、避難対策、
被災施設・危険箇所への立入制限 
 
 

 
 
・被害状況の早期把握、被災施設や危険
箇所に対する点検、応急措置 
・関係機関や住民への連絡、避難対策、
被災施設・危険箇所への立入制限 
・土砂災害危険箇所に係る斜面判定士の派遣
要請（NPO法人大阪府砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会） 
・森林組合、建設業関係団体等への協力要請 

 
 
・被害状況の早期把握、被災施設や危険
箇所に対する点検、応急措置 
・関係機関や住民への連絡、避難対策、
被災施設・危険箇所への立入制限 
・土砂災害危険箇所に係る斜面判定士の派遣
要請（NPO法人大阪府砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会） 
・森林組合、建設業関係団体等への協力要請 

 
 
・被害状況の早期把握、被災施設や危険
箇所に対する点検、応急措置 
・関係機関や住民への連絡、避難対策、
被災施設・危険箇所への立入制限 
・土砂災害危険箇所に係る斜面判定士の派遣
要請（NPO法人大阪府砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会） 
・森林組合、建設業関係団体等への協力要請 

 
 
・被害状況の早期把握、被災施設や危険
箇所に対する点検、応急措置 
・関係機関や住民への連絡、避難対策、
被災施設・危険箇所への立入制限 
・土砂災害危険箇所に係る斜面判定士の派遣
要請（NPO法人大阪府砂防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会） 
・森林組合、建設業関係団体等への協力要請 

➁民間建築物等応
急対策【危機管理
室、住宅まちづくり
部関係室・課、文化
財保護課】 

   
 
・被災建築物応急危険度判定士の出動要
請、判定ステッカーの貼り付け等により
危険度を周知 
・被災宅地危険度判定士の出動要請、判
定ステッカーの貼り付け等により危険度
を周知 
 
 
 
 

 
 
・他府県等への応急危険度判定士の派遣
要請 
・判定ステッカーの貼り付け等により危
険度を周知 

 
 
・他府県等への応急危険度判定士の派遣
要請 
・判定ステッカーの貼り付け等により危
険度を周知 

 
 
・他府県等への応急危険度判定士の派遣
要請 
・判定ステッカーの貼り付け等により危
険度を周知 
 
 
 
 
 
■文化財応急対策【文化財保護課】 
・重要文化財等、国宝等、府指定文化財
の被災状況の調査・報告、被害拡大の防
止に係る応急措置をとるよう指導・助言 

 
 
・他府県等への応急危険度判定士の派遣
要請 
・判定ステッカーの貼り付け等により危
険度を周知 
 
 
 
 
 
 
・重要文化財等、国宝等、府指定文化財
の被災状況の調査・報告、被害拡大の防
止に係る応急措置をとるよう指導・助言 

➂農林水産関係応
急対策【環境農林水
産部関係室・課】 

   ■畜産【動物愛護畜産課】 
○家畜伝染病の防止 
○死亡家畜の適正処理 
○飼料対策 
 

 
○家畜伝染病の防止 
○死亡家畜の適正処理 
○飼料対策 
 
■農作物【農政室】 
○技術の指導 
○主要農作物種子の確保、あっせん 
○園芸種子の確保、あっせん 
 
■林産物【みどり推進課】 
○技術指導等 
○病害虫の防除 

 
○家畜伝染病の防止 
○死亡家畜の適正処理 
○飼料対策 
 
 
○技術の指導 
○主要農作物種子の確保、あっせん 
○園芸種子の確保、あっせん 
 
 
○技術指導等 
○病害虫の防除 

 
○家畜伝染病の防止 
○死亡家畜の適正処理 
○飼料対策 
 
 
○技術の指導 
○主要農作物種子の確保、あっせん 
○園芸種子の確保、あっせん 
 
 
○技術指導等 
○病害虫の防除 

➃ライフライン・放
送の確保 
【関係部局関係
室・課】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■放送事業者における対応 
（日本放送協会、民間放送事業者） 
・放送体制の確保 
・非常放送の実施 
・災害情報の的確な収集・取材と報道 
 

■被害状況の報告【ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者→府】 
・施設整備の被害状況等について 
（震度 5 弱以上の震度が観測された場合、
左記①③④⑤事業者は直ちに施設設備の被
害状況を調査し、府に報告する。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・放送体制の確保 
・非常放送の実施 
・災害情報の的確な収集・取材と報道 
 

 
・施設整備の被害状況等について 
 
■住民への広報 
・二次災害防止に係る各種広報 
・被害状況、（応急）復旧状況、今後の見
通しに係る広報 
 
■ライフライン事業者における対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・放送体制の確保 
・非常放送の実施 
・災害情報の的確な収集・取材と報道 
・施設の応急復旧 
・避難所等有効な場所に受信機を貸与、
視聴者への災害情報の提供（ＮＨＫ） 

 
・施設整備の被害状況等について 
 
 
・二次災害防止に係る各種広報 
・被害状況、（応急）復旧状況、今後の見
通しに係る広報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・放送体制の確保 
・非常放送の実施 
・災害情報の的確な収集・取材と報道 
・施設の応急復旧 
・避難所等有効な場所に受信機を貸与、
視聴者への災害情報の提供（ＮＨＫ） 
 

 
・施設整備の被害状況等について 
 
 
・二次災害防止に係る各種広報 
・被害状況、（応急）復旧状況、今後の見
通しに係る広報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・放送体制の確保 
・非常放送の実施 
・災害情報の的確な収集・取材と報道 
・施設の応急復旧 
・避難所等有効な場所に受信機を貸与、
視聴者への災害情報の提供（ＮＨＫ） 
 

 
・施設整備の被害状況等について 
 
 
・二次災害防止に係る各種広報 
・被害状況、（応急）復旧状況、今後の見
通しに係る広報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・放送体制の確保 
・非常放送の実施 
・災害情報の的確な収集・取材と報道 
・施設の応急復旧 
・避難所等有効な場所に受信機を貸与、
視聴者への災害情報の提供（ＮＨＫ） 
 

 
・施設整備の被害状況等について 
 
 
・二次災害防止に係る各種広報 
・被害状況、（応急）復旧状況、今後の見
通しに係る広報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・放送体制の確保 
・非常放送の実施 
・災害情報の的確な収集・取材と報道 
・施設の応急復旧 
・避難所等有効な場所に受信機を貸与、
視聴者への災害情報の提供（ＮＨＫ） 

※公共土木施設等 
河川施設、砂防施設、治山施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、

海岸保全施設、港湾施設、橋梁など道路施設、土砂災害危険箇所 
漁港施設、ため池等農業用施設（以上、農林水産関係を含む） 

■公共土木施設・公共建築物応急対策【環境農林水産部、都市整備部、住宅まちづくり部ほか関係部局関係室・課】 

■民間建築物・宅地応急対策【建築防災課・審査指導課】 

■危険物等・放射性物質応急対策【危機管理室、薬務課】 ※危険物等 
危険物施設、高圧ガス施設、火薬類貯蔵所、毒物劇物施設 
※放射性物質 
原子力施設、放射性同位元素に係る施設等 

※①公共施設②民間建築物等共通 
関係機関は余震又は大雨による浸水、土石流、地すべり、がけ崩れ、建築物の

倒壊及びアスベストの飛散などに備え、二次災害防止対策を講ずるとともに、 
二次災害への心構えについて住民の啓発に努める。 

※ライフライン事業者 
①上水道・工業用水道 
 市町村、大阪広域水道企業団 
②下水道 
 府、市町村 
③電力 
 関西電力㈱ 
④ガス 
 大阪ガス㈱ 
⑤電気通信 
 NTT西日本㈱、KDDI㈱関西総支社 
 

➀上水道・工業用水道        ➁下水道                ➂電力                ➃ガス                 ➄電気通信 
・応急措置             ・排水不能がおこらない、汚水・雨水の  ・感電事故、漏電火災など二次災害防止 ・ガスの漏洩による二次災害防止のための ・通信の非常疎通措置 
・給水車、トラック等による応急給水  疎通に支障のないよう応急措置      のための送電中止等          ブロック毎の供給停止等        ・被災地域特設公衆電話の設置 
・被害状況や給水状況に係る広報   ・応急対策               ・応急供給              ・応急供給               ・設備の応急対策 
                  ・生活水の節水に努める旨の広報等    ・電気施設及び電気機器の使用上の注意 ・ガス漏洩時の注意事項に係る広報等   ・通信の疎通及び利用制限の措置状況 
                                       に係る広報等                                 並びに被災した電気通信設備等の 
                                                                              応急復旧の状況等に係る広報 

○施設の点検、応急措置 
○避難及び立入制限 



⑦ 被災者の生活支援 

 

項目 第1フェーズ（3時間まで） 第2フェーズ（24時間まで） 第3フェーズ（72時間まで） 第4フェーズ（1週間まで） 第5フェーズ（2週間まで） 第6フェーズ（1か月まで） 
①災害救助法の適
用・被災者の生活確
保 
【危機管理室、地域
福祉課、金融課、労
政課】 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
※救助の種類 
 
 
 
 
 
 
 
 
●被災者向けの緊急貸付（生活福祉資金
貸付制度）対応【地域福祉課】 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
●府税の減免及び徴収猶予等【税務局】 
・申告、納入若しくは納付期限の延長 
・府税の還付又は減免、徴収猶予など 
 
●中小企業の災害復旧等を支援するための
融資制度の調整（国の動向により変動） 
【金融課】 

 
 
●被災者生活再建支援金の支給【危機管理室】 
・災害弔慰金・災害障害見舞金の支給(市町村) 
・災害援護資金の貸付（市町村） 
 
●被災者の就職支援の実施（国の動向により
変動）【労政課】 
 
●被災農林水産業者の経営支援に係る相談対
応【環境農林水産部】 
 

②緊急物資の供給 
【危機管理室、男女
参画・府民協働課、
健康医療部関係
室・課、中小企業支
援室、流通対策室、】 

 
 
  
 
■給水活動【環境衛生課・危機管理室】 
・大阪広域水道震災対策中央本部等の設
置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
・給水活動に必要な情報（被害状況等）
の収集、総合調整、指示、支援など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
・大阪広域水道企業団の給水拠点の活用
に関する調整 
・給水用資機材の調達に関する総合調整 
・災害時協力井戸による生活用水確保に
係る情報収集 
・ボトル水・缶詰水等災害時用備蓄水の配布 
 
 
 
 
 
・被災市町村毎の必要量、調達可能な物
資量の情報収集 
・災害用備蓄物資（アルファ化米、毛布、
簡易トイレ等）の供給 
・協定等締結している物資（米穀・粉乳・
応急生活物資等）の調達斡旋 
 
 
 
 
 
 
 
 

■物資等の運送要請【危機管理室】 
 
・運送事業者に運送要請（指示） 
 （指定(地方)公共機関など） 
 
・大阪広域水道企業団の給水拠点の活用
に関する調整 
・給水用資機材の調達に関する総合調整 
・給水活動に関する情報提供、応援調整 
・飲料水の水質検査 
・災害時協力井戸の団体救援協定に基づ
く協力要請 
・ボトル水・缶詰水等災害時用備蓄水の配布 
 
 
 
・被災市町村毎の必要量、調達可能な物
資量の情報収集 
・災害用備蓄物資の供給 
・協定締結している物資（生鮮食料品・
生活必需品等）の調達斡旋 
・市町村間の応援措置について指示 
・応援物資等を輸送基地で受付し、地域
防災拠点など市町村の集積地まで輸送 
 
 
 
 
 
 

 
 
・運送事業者に運送要請（指示） 
 （指定(地方)公共機関など） 
 
・大阪広域水道企業団の給水拠点の活用
に関する調整 
・給水用資機材の調達に関する総合調整 
・給水活動に関する情報提供、応援調整 
・飲料水の水質検査 
・災害時協力井戸の団体救援協定に基づ
く協力要請 
・ボトル水・缶詰水等災害時用備蓄水の配布 
 
 
 
・被災市町村毎の必要量、調達可能な物
資量の情報収集 
・災害用備蓄物資の供給 
・協定等締結している物資の調達斡旋 
・市町村間の応援措置について指示 
・応援物資等を輸送基地で受付し、地域
防災拠点など市町村の集積地まで輸送 
 
 
 
 
 
 

 
 
・運送事業者に運送要請（指示） 
 （指定(地方)公共機関など） 
 
・大阪広域水道企業団の給水拠点の活用に関
する調整 
・給水用資機材の調達に関する総合調整 
・給水活動に関する情報提供、応援調整 
・飲料水の水質検査 
・災害時協力井戸の団体救援協定に基づく協
力要請 
・ボトル水・缶詰水等災害時用備蓄水の配布 
 
 
 
・被災市町村毎の必要量、調達可能な物資量
の情報収集 
・災害用備蓄物資の供給 
・協定等締結している物資の調達斡旋 
・市町村間の応援措置について指示 
・応援物資等を輸送基地で受付し、地域防災
拠点など市町村の集積地まで輸送 
 
 
 
 
 
 

 
 
・運送事業者に運送要請（指示） 
 （指定(地方)公共機関など） 
 
・大阪広域水道企業団の給水拠点の活用に関
する調整 
・給水用資機材の調達に関する総合調整 
・給水活動に関する情報提供、応援調整 
・飲料水の水質検査 
・災害時協力井戸の団体救援協定に基づく協
力要請 
・ボトル水・缶詰水等災害時用備蓄水の配布 
 
 
 
・被災市町村毎の必要量、調達可能な物資量
の情報収集 
・災害用備蓄物資の供給 
・協定等締結している物資の調達斡旋 
・市町村間の応援措置について指示 
・応援物資等を輸送基地で受付し、地域防災
拠点など市町村の集積地まで輸送 
 
 
 
 
 
 

③住宅の応急確保 
【危機管理室、中小
企業支援室、みど
り・都市環境室、
住宅まちづくり
部関係室・課】 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
・府内外公営住宅等（民間賃貸住宅含む）
の空き家情報の収集 
・応急住宅、空き家、融資等住宅に関す
る相談や情報提供 
・貸主団体及び不動産業関係団体への協
力要請等 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■公営住宅等への一時入居 
【居住企画課、住宅経営室、建築振興課】 
・府・市町営住宅、住宅供給公社、都市
再生機構住宅等の空き家への一時入居 
 
■応急建築資材（ブルーシート、土嚢等）
の調達斡旋【中小企業支援室】 
 
■応急仮設住宅の建設・管理 
【危機管理室、住宅まちづくり部関係課】 
・応急仮設住宅建設候補地の実地調査開
始、供給可能個数の把握等 

 
 
 
 
 
 
・市町村との調整及び要員の派遣等 
 
 
 
 
 
・応急仮設住宅建設候補地の実地調査開始、
供給可能個数の把握等 

 
 
 
 
 
 
・市町村との調整及び要員の派遣等 
 
■建設用資機材等の調達 
【みどり・都市環境室、建築振興課】 
・近畿中国森林管理局 
・協定締結団体等 
 
■他府県への応急仮設住宅用地の要請 
【危機管理室】 

④応急教育 
【私学・大学課、教
育委員会関係室・
課】 
 

 
 
・児童・生徒、教職員の被災状況の把握 

  
 

 
 
 

 

■応急教育体制の確立【教育委員会事務
局関係室課】 
・他府県等への児童・生徒の受入応援要
請 
 

 
 
 
 
 
 
○学校給食の応急措置 
・給食設備等の安全確認、衛生管理 
 
■就学援助等【教育委員会事務局関係室課】 
○就学援助等に関する措置 
○児童・生徒の健康管理 
○学用品の支給 
 
■教育施設の応急整備【施設財務課】 
・施設、設備の応急復旧及び代替校舎の確保 

 
 
○応急教育の実施 
・児童・生徒の転校手続き等の弾力的運用 
・応急教育実施のための指導助言、教職員体
制の確保 
 
・学校給食用物資の確保、給食施設等の復旧 
 
 
 
 
 

⑤自発的支援の受
け入れ 
【国際課、福祉総務
課、危機管理室】 

   ■義援金品の受付・配分 
【福祉総務課、危機管理室】 
■海外からの支援の受け入れ 
【国際課、危機管理室】 
○国との連絡調整 
○支援の受け入れ 
・通訳・翻訳業務支援要請への対応 
【国際課】 

■ボランティアの受け入れ【危機管理室】 
・ボランティア活動推進機関への情報提
供及び活動環境の整備 
・ボランティア保険への加入促進 
・高齢者等災害時避難行動要支援者への
支援 
・在住外国人への支援【国際課】 

  

❶避難所、応急仮設住宅の供与、❷炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 
❸被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与、❹医療及び助産 
❺被災者の救出 ❻被災した住宅の応急修理  
❼生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与、❽学用品の給与、❾埋葬 
❿死体の捜索及び処理、⓫住居又はその周辺の土石等の障害物の除去 

○下記防災関係機関は、府及び市町村からの要請があった場合、次の措置を講ずる。 
農林水産省：応急用食料品の供給要請及び米穀の供給、近畿農政局（大阪地域センター）：応急用食料品（精米等）並びに政府米の供給について連絡・調整 
近畿経済産業局：生活必需品等の調達に関する情報の収集及び伝達、日本赤十字社大阪府支部：毛布、日用品等の備蓄物資の供給 
関西広域連合：救援物資の調達に関して、国、全国知事会などとの連絡・調整及び必要な物資の確保、大阪府LPガス協会：LPガスの供給 

■食料【危機管理室、食の安全推進課、流通対策室】・生活必需品【危機管理室、男女参画・府民協働課、中小企業支援室】の供給 

■被災住宅の応急修理・住居障害物の除去【危機管理室、住宅まちづくり部関係課】 

※主なボランティア活動推進機関 
府、市町村、日本赤十字社大阪府支部、 
大阪府社会福祉協議会、市町村社会福祉協

議会、大阪府国際交流財団など 

※主な義援金寄託先 
府、市町村、日本赤十字社大阪府

支部、大阪府共同募金会など 

※日本郵便株式会社近畿支社の援護対策等 
被災者に対する郵便葉書等の無償交付 
被災者が差し出す郵便物の料金免除 
被災地あて救助用郵便物の料金免除 
被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄付金の配分 

■住宅に関する相談窓口の設置等【居住企画課、住宅経営室、建築振興課】 

■災害救助法の適用【危機管理室】 



⑧ 社会環境の確保 
 

 

項目 第1フェーズ（3時間まで） 第2フェーズ（24時間まで） 第3フェーズ（72時間まで） 第4フェーズ（1週間まで） 第5フェーズ（2週間まで） 第6フェーズ（1か月まで） 
➀保健衛生活動 
【健康医療部関係
室・課、動物愛護畜
産課】 
 

■防疫活動【医療対策課】 
・感染症の発生状況及び動向に関する調
査 

 
・感染症の発生状況及び動向に関する調
査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■動物による危害防止【動物愛護畜産課】 
・特定動物（危険な動物）の飼養保管施
設の安全確認と被害状況の把握 

 
・市町村への指導、指示 
・防疫に必要な薬品の調達、確保 
・衛生教育及び広報活動 
（以下、状況に応じて） 
・健康診断の勧告等 
・感染症指定医療機関等と連携し、必要病
床数・患者移送車の確保、入院の勧告等 
・臨時の予防接種 
 

 
・市町村への指導、指示 
・防疫に必要な薬品の調達、確保 
・衛生教育及び広報活動 
（以下、状況に応じて） 
・健康診断の勧告等 
・感染症指定医療機関等と連携し、必要病
床数・患者移送車の確保、入院の勧告等 
・臨時の予防接種 
 
■食品衛生監視活動 
【食の安全推進課、環境衛生課】 
 
 
 
 
 
■被災者の健康維持活動 
【健康づくり課、地域保健課】 
○巡回相談等の実施 
○心の健康相談等の実施 
 
 
■動物保護等の実施【動物愛護畜産課】 
○被災地域における飼い主不明動物の 
保護・収容 
○避難所における適正な動物飼育の支援 
・動物飼養状況の把握、獣医師の派遣等 
・動物保護施設への動物の受入れ等の調整 
○動物による人等への危害防止 

 
・市町村への指導、指示 
・防疫に必要な薬品の調達、確保 
・衛生教育及び広報活動 
（以下、状況に応じて） 
・健康診断の勧告等 
・感染症指定医療機関等と連携し、必要病
床数・患者移送車の確保、入院の勧告等 
・臨時の予防接種 
・他府県への応援要請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○巡回相談等の実施 
○心の健康相談等の実施 
・他府県への応援要請 
 
 
○被災地域における飼い主不明動物の 
保護・収容 
○避難所における適正な動物飼育の支援 
・動物飼養状況の把握、獣医師の派遣等 
・動物保護施設への動物の受入れ等の調整 
・他府県への応援要請 
○動物による人等への危害防止 

 
・市町村への指導、指示 
・防疫に必要な薬品の調達、確保 
・衛生教育及び広報活動 
（以下、状況に応じて） 
・健康診断の勧告等 
・感染症指定医療機関等と連携し、必要病
床数・患者移送車の確保、入院の勧告等 
・臨時の予防接種 
・他府県への応援要請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○巡回相談等の実施 
○心の健康相談等の実施 
・他府県への応援要請 
 
 
○被災地域における飼い主不明動物の 
保護・収容 
○避難所における適正な動物飼育の支援 
・動物飼養状況の把握、獣医師の派遣等 
・動物保護施設への動物の受入れ等の調整 
・他府県への応援要請 
○動物による人等への危害防止 

 
・市町村への指導、指示 
・防疫に必要な薬品の調達、確保 
・衛生教育及び広報活動 
（以下、状況に応じて） 
・健康診断の勧告等 
・感染症指定医療機関等と連携し、必要病
床数・患者移送車の確保、入院の勧告等 
・臨時の予防接種 
・他府県への応援要請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○巡回相談等の実施 
○心の健康相談等の実施 
・他府県への応援要請 
 
 
○被災地域における飼い主不明動物の 
保護・収容 
○避難所における適正な動物飼育の支援 
・動物飼養状況の把握、獣医師の派遣等 
・動物保護施設への動物の受入れ等の調整 
・他府県への応援要請 
○動物による人等への危害防止 

➁廃棄物の処理 
【環境衛生課、資源
循環課】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■し尿処理【環境衛生課】 
・し尿処理施設等の被災状況等の情報収
集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（し尿等収集運搬体制のみ） 
 
・府域の各市町村等への応援要請・調整 
・府衛生管理協同組合への支援協力要請 
・関西広域連合や他府県、国への応援要請 
 
■ごみ・災害廃棄物等処理【資源循環課】 
・市町村、一部事務組合の焼却施設等の被
害状況・稼働状況に係る情報収集 
 
 
 

 
 
・府域の各市町村等への応援要請・調整 
・府衛生管理協同組合への支援協力要請 
・関西広域連合や他府県、国への応援要請 
 
 
（ごみ処理の場合） 
・府域の各市町村等への応援要請・調整 
・他府県・関西広域連合への応援要請 

 
 
・府域の各市町村等への応援要請・調整 
・府衛生管理協同組合への支援協力要請 
・関西広域連合や他府県、国への応援要請 
 
 
（ごみ処理の場合） 
・府域の各市町村等への応援要請・調整 
・他府県・関西広域連合への応援要請 
（災害廃棄物等処理の場合） 
・市町村から災害廃棄物の発生状況とごみ
処理施設の余力について情報収集 
 
 

 
 
・府域の各市町村等への応援要請・調整 
・府衛生管理協同組合への支援協力要請 
・関西広域連合や他府県、国への応援要請 
 
 
（ごみ処理の場合） 
・府域の各市町村等への応援要請・調整 
・他府県・関西広域連合への応援要請 
（災害廃棄物等処理の場合） 
・災害廃棄物のごみ処理広域化ブロック内、
ブロック間での応援体制の検討 

 
 
・府域の各市町村等への応援要請・調整 
・府衛生管理協同組合への支援協力要請 
・関西広域連合や他府県、国への応援要請 
 
 
（ごみ処理の場合） 
・府域の各市町村等への応援要請・調整 
・他府県・関西広域連合への応援要請 
（災害廃棄物等処理の場合） 
・全体処理計画の作成着手 
・広域的な応援要請・調整 
・府産業廃棄物協会への協力要請 
・他府県・国・関西広域連合への応援要請 

➂遺体の処理、火葬
等 
【環境衛生課】 
 

 
 

 
 
 

■遺体の処理、火葬等【地域保健課、環境
衛生課】 
・遺体の早期収容、遺族等への引き渡し、
身元確認等（警察、第五管区海上保安本部） 
・遺体の検案（監察医事務所） 
・広域火葬体制に係る情報収集 

 
・遺体の早期収容、遺族等への引き渡し、
身元確認等（警察、第五管区海上保安本部） 
・遺体の検案（監察医事務所） 
・広域火葬体制に係る情報収集 
・府広域火葬計画に基づく調整・応援要請 

 
・遺体の早期収容、遺族等への引き渡し、
身元確認等（警察、第五管区海上保安本部） 
・遺体の検案（監察医事務所） 
・広域火葬体制に係る情報収集 
・府広域火葬計画に基づく調整・応援要請 

 
・遺体の早期収容、遺族等への引き渡し、
身元確認等（警察、第五管区海上保安本部） 
・遺体の検案（監察医事務所） 
・広域火葬体制に係る情報収集 
・府広域火葬計画に基づく調整・応援要請 

 
・遺体の早期収容、遺族等への引き渡し、
身元確認等（警察、第五管区海上保安本部） 
・遺体の検案（監察医事務所） 
・広域火葬体制に係る情報収集 
・府広域火葬計画に基づく調整・応援要請 

➃社会秩序の維持 
【危機管理室、消費
生活センター】 
 
 

 ■住民への呼びかけ【危機管理室】 
・被害の状況や応急・復旧対策に関する
情報提供 
・秩序ある行動をとるよう呼びかけ 
 
 

 
・被害の状況や応急・復旧対策に関する情
報提供 
・秩序ある行動をとるよう呼びかけ 
 
 
 
  

 
・被害の状況や応急・復旧対策に関する情
報提供 
・秩序ある行動をとるよう呼びかけ 
 
 
 
■生活関連物資の物価の安定等 
【消費生活センター】 
○生活関連物資の物価の安定及び円滑な流
通の確保 
○消費者への情報の提供 
 

 
・被害の状況や応急・復旧対策に関する情
報提供 
・秩序ある行動をとるよう呼びかけ 
 
■警戒活動の強化及び暴力団排除活動の徹 
底（府警察） 
 
 
○生活関連物資の物価の安定及び円滑な流
通の確保 
○消費者への情報の提供 
 

 
・被害の状況や応急・復旧対策に関する情
報提供 
・秩序ある行動をとるよう呼びかけ 
 
 
 
 
 
○生活関連物資の物価の安定及び円滑な流
通の確保 
○消費者への情報の提供 
 

 
・被害の状況や応急・復旧対策に関する情
報提供 
・秩序ある行動をとるよう呼びかけ 
 
 
 
 
 
○生活関連物資の物価の安定及び円滑な流
通の確保 
○消費者への情報の提供 
 

食品衛生監視班（構成：府、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市）は食品衛生協会等関係機関と連携をとりながら下記業務を実施 
・避難所その他の臨時給食施設及び食品の衛生監視、・被災した食品関係営業施設の衛生監視、 
・食品製造、運送、販売業者の食品取扱い及び施設の衛生監視、・飲料水の衛生監視、検査、・その他食品に起因する危害発生の排除、・他府県への応援要請 

※その他 
○内閣総理大臣による災害緊急事態布告時の対応 
○金融機関における預貯金払戻等（近畿財務局、日本銀行） 


